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森
県
訓
令
甲
第
十
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

別
表
第
六
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
四
号

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法

(

昭

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

…
…

…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成24年４月１日 日曜日 号外第28号1

34
34
34
35
35
35
36
36
36
37
37
37
37
38
38
38
38
39
39
39
39
40

33
34
34
34
34
35

35
35
35
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
39
39
39

�
�
�
�
�
�

�
�
	



�


�




�
�
�
�
�
�
�



( )

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

第
三
条
第
二
号
中

｢

相
模
原
市｣

の
下
に

｢

、
熊
本
市｣

を
加
え
る
。

第
六
条
中

｢
委
員
九
人｣

を

｢

委
員
十
人｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
五
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
平
成
二
十
四
年
度
に
係
る
包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期
間
の
始
期

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

二

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

加
藤

聡

東
京
都
世
田
谷
区
喜
多
見
九
丁
目
二
四
の
四
九

三

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締
結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に
要
す
る
費
用

１

額
の
算
定
方
法

基
本
費
用
の
額
に
執
務
費
用
及
び
実
費
の
額
を
合
算
す
る
。

２

支
払
方
法

費
用
の
一
部
に
つ
い
て
概
算
払
を
す
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
六
号

平
成
十
年
十
二
月
一
日
青
森
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号

(

青
森
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行

細
則
の
規
定
に
よ
る
閲
覧
の
場
所)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

｢

第
九
条
第
三
項｣

を

｢

第
十
条
第
一
項｣

に
、

｢

閲
覧｣

を

｢

閲
覧
等｣

に
改
め
る
。

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
七
号

昭
和
四
十
七
年
三
月
二
日
青
森
県
告
示
第
百
六
十
九
号

(

騒
音
規
制
地
域
の
指
定
、
騒
音
規
制
基

準
の
設
定
等)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
八
号

平
成
十
一
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

(

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当
て

は
め
る
地
域
の
指
定)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
六
十
九
号

平
成
十
二
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
七
号

(

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当
て

は
め
る
地
域
の
指
定)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
号

平
成
十
二
年
四
月
一
日
青
森
県
告
示
第
二
百
九
十
八
号

(

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当
て

は
め
る
地
域
の
指
定)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
一
号

平
成
十
三
年
四
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
三
百
十
六
号

(

騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
類
型
を
当

て
は
め
る
地
域
の
指
定)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
二
号

昭
和
五
十
二
年
十
二
月
二
十
七
日
青
森
県
告
示
第
八
百
九
十
七
号

(

振
動
規
制
地
域
の
指
定
、
振

動
規
制
基
準
の
設
定
等)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
三
号

青
森
県
立
郷
土
館
条
例

(

昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
条
例
第
四
号)

別
表
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
青
森
県
立
郷
土
館
の
特
別
展
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額
及
び
常
設
展
の
観
覧
の
場
合
の

特
定
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
別
展
の
観
覧
の
場
合
の
使
用
料
の
額

二

常
設
展
の
観
覧
の
場
合
の
特
定
期
間

平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

出

先

機

関

東
青
地
域
県
民
局
告
示
第
一
号

青
森
県
県
税
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
五
月
青
森
県
条
例
第
三
十
六
号)

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
及
び
証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所

を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

東
青
地
域
県
民
局
長

北

山

功

三

一

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
取
扱
人
の
住
所
及
び
名
称

１

住
所

青
森
市
奥
野
一
丁
目
一
二
の
三

２

名
称

社
団
法
人
青
森
県
自
動
車
会
議
所

二

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
場
所

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
一
三
九
の
二
一

青
森
県
交
通
会
館
内

青
森
市
大
字
浜
田
字
豊
田
一
二
九
の
一
三

青
森
県
軽
自
動
車
会
館
内

八
戸
市
桔
梗
野
工
業
団
地
二
丁
目
一
二
の
六
六

八
戸
自
動
車
会
館
内

青 森 県 報平成24年４月１日 日曜日 号外第28号3

区

分

金
額

(

一
回
に
つ
き)

特
別
展

｢

ぼ
く
ら

の
が
っ
こ
う｣

の

個
人

高
等
学
校
生
徒
、

中
等
教
育
学
校

後
期
課
程
生
徒

及
び
学
生

二
百
四
十
円

(

特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
二
百
円)

一
般

五
百
円

(

特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
四
百
円)

高
等
学
校
生
徒
、

中
等
教
育
学
校

後
期
課
程
生
徒

及
び
学
生

一
人
に
つ
き

二
百
円

(

特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
百
六
十
円)

観
覧

団
体

(

二

十
人
以
上

の
も
の
に

限
る
。)

一
般

一
人
に
つ
き

四
百
円

(

特
別
展
の
開
催
の
前
日
ま
で
に
納
付

す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
百
二
十
円)



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

八
戸
市
北
イ
ン
タ
ー
工
業
団
地
一
丁
目
九
の
一

八
戸
軽
自
動
車
会
館
内
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